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町の人口（8月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入ほか……22人（うち出生　6人）

転出ほか……35人（うち死亡12人）
7月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （8月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,852人 減 13人 
 男 3,893人  減 9人
 女 3,959人 減 4人
世帯数 4,463世帯 減 9世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,065 1,803 1,849 3,652
大賀郷 1,495 1,298 1,300 2,598
樫　立 304 269 268 537
中之郷 390 358 371 729
末　吉 209 165 171 336
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八丈町長選挙

八 丈 町 長 選 挙　投票日９月13日（日）
八丈町長の選挙が次のとおり行われます。

■告示日 ９月　８日（火）
■立候補届出日時など ９月　８日（火）午前８時30分～午後５時　八丈町役場大会議室
■投票日時 ９月13 日（日）　午前７時～午後８時
■投票所 三根公民館 ･ 大賀郷公民館 ･ 樫立公民館 ･ 中之郷公民館 ･ 末吉公民館
■開票日時 当日午後９時から
■開票所（選挙会会場） 八丈町役場大会議室
　　　※一般の方も参観することができます。午後８時 45 分までにお越しください。

～選びます　わたしの好きな　島だから～
■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会（総務課内）　電話 2－1121

投票できる方

　八丈町の選挙人名簿に登録されている方。

　今回新たに登録される方は、平成７年９月

14 日以前に生まれた方と平成 27 年６月７日

までに住民登録の届出をし、引き続き八丈町に

住所を有する方です。

滞在先でも不在者投票ができます
　八丈町にいなくても滞在先の区市町村選挙管
理委員会で不在者投票ができます。
　まず、投票用紙の請求を当選挙管理委員会に
してください。投票用紙などを滞在先に郵送し
ます。
　郵送でのやりとりや、不在者投票の出来る期
間が短いため、お早めに請求をしてください。

○投票用紙の請求
はがきや便せんまたは請求様式※に、次のこ
とを書いて、八丈町選挙管理委員会（総務課
内）まで郵送にて請求してください。

（ＦＡＸや電話、E メールでの請求はできま
せん。）
①八丈町の住所
②氏名・生年月日
③滞在先住所
　（ 滞在先の住所は、建物名、部屋番号など

詳しく書いてください。）
④電話番号（日中に連絡の取れる番号）
⑤どこの区市町村で不在者投票をするか
⑥選挙当日、投票所に行けない理由
※ 請求様式は八丈町ホームページからダウン

ロードできます。

投票所入場券

　投票所入場券（はがき）を郵送しますので、

投票に行くときには忘れずにお持ちください。

　入場券を紛失した場合でも選挙人名簿に登録

されている方は投票できますので、各投票所の

受付に申し出てください。

期日前投票ができます

　投票日に仕事や上京、レジャーなどで投票所

へ行けない方は、次の期間に期日前投票をご利

用ください。

■受付期間

　９月９日（水）～９月 12 日（土）

■受付場所・時間

　町役場町民ギャラリー

　午前８時 30 分～午後８時
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平成 27 年国勢調査が実施されます

平成 27 年国勢調査が実施されます
　10 月１日を基準として、国勢調査が実施されます。国勢調査は、日本国内に住んでいるすべての人・
世帯が対象です。生まれたばかりの赤ちゃんはもちろん、3 カ月以上日本に住んでいる（住むことになっ
ている）外国人の方も、調査対象となります。
　皆さんのお宅へ、調査員が伺いますので、よろしくお願いします。

○調査の方法
　紙調査票での回答のほか、パソコン、スマートフォン、タブレット端末によるインターネット回答もご
利用いただけます。

○調査の流れ

○国勢調査の結果は次のようなことのために利用されます
　①国や地方公共団体による各種行政施策の策定・推進
　②衆議院小選挙区の策定
　③地方交付税額の算定
　④企業や各種団体による商品・サービスの需要予測、店舗の立地計画などの経営管理
　⑤ 大学・研究所などによる人口学・地理学・経済学・社会学など社会経済の実態や動向に関する実証的

な研究
　 　この他にも、他の様々な公的統計を作成する上で欠くことのできない基礎データとして活用されてい

ます。（例：将来人口を推計する上での基礎データ、国民経済計算などの加工統計での基準人口など）

○国勢調査で取り扱う個人情報は厳格に管理されます
　・統計法により、厳格な個人情報保護が定められています。
　・国勢調査に従事するものについては、守秘義務が課せられています。
　・提供いただく個人情報を基に、税などの関係で不利益を被ることはありません。

○国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください
　・国勢調査では、金銭を要求することはありません。
　　また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号などをお聞きすることもありません。
　・国勢調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意ください。
　　不審に思った際には、回答しないで、企画財政課企画情報係にお知らせください。
　・調査員は、その身分を証明する「国勢調査員証」または「国勢調査業務委託証明書」を携帯しています。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

　10月１日（木）以降　紙調査票の回収に伺いますので、それまでに調査票をご記入ください。

　紙調査票で回答
　する場合

　9月上旬から中旬　　紙の調査票とインターネット回答用ＩＤを各世帯に配布します。

　インターネットで回答する場合

　インターネット回答
　をしなかった場合

　９月 20日（日）　インターネット回答締切

　回答された方はここで終了です。締切を過ぎた
　場合は紙の調査票をご記入ください。
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マイナンバー、始まる前にこれだけは！！

表面に
氏名、住所、生年月日、性別、顔写真
裏面に
マイナンバーなどが記載されＩＣチップが搭載され
たプラスチックのカードです。

マイナンバーを記載した書類を提示する時や、様々
な本人確認の際に使えます。

マイナンバー、始まる前にこれだけは！！
その１　住所確認！！
　原則として住民票に記載された世帯ごとに送られます。現在お住まいの場所と住民票の住所が異
なる場合には、通知カードを受け取ることができません。
　ただし、次に該当する方は、申請により通知カードの送付先を居所に変更することできます。
　　• 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
　　• ＤＶなどの被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
　　• 医療機関・施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
　　• 上記以外で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
　申請期間：８月２４日（月）から９月２５日（金）まで
　※該当する方は住民係まで問い合わせください。

その２　マイナンバーは10月に簡易書留で届きます！！絶対に捨てないでください！！
　次の３点が入っていることを確認しましょう。
　　①マイナンバーの「通知カード」
　　②「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
　　③マイナンバーについての説明書類

その３　個人番号カード（マイナンバーカード）を申請しましょう！
　　・申請書に署名、記名押印をし、顔写真を添付のうえ、返信用封筒で郵送してください。
　　・オンライン申請も可能です。
　　・申請に関する詳しい方法は、通知カードに同封の説明書類をご覧ください。
　　・申請は無料です。

その４　個人番号カードを受けとりましょう！
　平成 28 年１月以降、ご本人が（住民課住民係）で受け取れます。
　お越しの際には、次の 3 点をお持ちください。
　　①マイナンバーの「通知カード」
　　②申請後に届く「交付通知書（はがき）」
　　③運転免許証などの「本人確認書類」
　　※住基カードをお持ちの方は、個人番号カード受け取りの際にご返却ください。

ところで個人番号カードって何？
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マイナンバー、始まる前にこれだけは！！

将来的には次のような利用方法が検討されています
　①各種民間オンライン取引 / 口座開設　　　②健康保険証としての利用
　③その他、地方自治体などで独自に検討する利用法

個人番号カードは安全に利用できるの？
　① 個人番号カードのＩＣチップには、プライバシー性の高い個人情報（所得や健康情報など）は記録さ

れません。
　②万一の盗難、紛失の際には国の整備するコールセンターが 24 時間 365 日体制で対応します。
　③ 個人番号カードがあっても本人確認が原則です。顔写真やパスワードの設定が必要となっており、　

安全面の配慮に努めています。
　また、次のような方法で制度面、システム面の両面から安全性の確保をしています。
制度面
　・法律に規定があるものを除き、マイナンバーなどの利用・収集は禁止しています。
　・マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
　・第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。
　・法律に違反した場合、従来に比べ罰則を強化しています。
システム面
　・個人情報は、今までどおり分散して管理します。特定の機関が一括所有することはありません。
　・情報にアクセスできる人は制限・管理されています。八丈町の職員でも必要のない者は情報にアクセ

スできません。
　・行政機関間の通信は暗号化されます。また回線も専用線を利用します。

「個人番号通知カード」と「個人番号カード」の違いは？
　様々な手続きをする際の本人確認の手間に大きな違いがあります。
　個人番号カード（ＩＣカード）なら・・・一枚で本人確認と本人番号確認が全て完了。
　個人番号通知カード（紙製）だと・・・ 本人確認書類として、運転免許証やパスポートなど、本人番号

確認用に通知カードや住民票の写し（番号付きのもの）など、
複数の書類が必要になります。

全員にマイナンバーは関係するの？
　例えば、マイナンバーは、次のような手続きに利用するため、皆さんに関係します。
・年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、生活保護、公営住宅への入居申請など
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書など
・日本学生支援機構への奨学金の申請など
　また、八丈町の社会保障や税の担当者以外にも、勤め先、アルバイト先、口座を開設している証券会社、
契約している生命保険会社などから、社会保障や税の手続のために聞かれた場合には、マイナンバーを通
知する必要があります。
※事業者が税務署などに提出する書類に支払先のマイナンバーを記載する必要があります。
　ただし、電話でマイナンバーを聞かれることはありません。

マイナンバーのより詳しい情報は内閣官房ホームページやコールセンターをご利用ください
　　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
　　電話番号　0570－20－0178　（外国語は 0570－20－0291）
　　開設時間　平日　午前９時30分～午後５時30分
　　※外国語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。
■問い合わせ■　
制度に関する問い合わせ　　　　　　　　　企画財政課企画情報係　電話 2－1120
個人番号カードの交付に関する問い合わせ　住民課住民係　　　　　電話 2－1123
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シルバーパス更新手続について／八丈町老人優待乗車券更新手続について

７０歳以上の方へ

平成２７年度 シルバーパス更新手続について
　●受付期間　９月１日（火）～１０月３０日（金）
　　　　　　　※新規の方は１０月１日（木）より、受け付けます。
　●受付窓口　◎お住まいの地域の各出張所　　◎大賀郷地域の方は、企業課運輸係（旧町役場敷地内）
　　　　　　　※１１月以降の受付窓口は、企業課運輸係となります。
　■ 有効期限が平成２７年９月３０日までのシルバーパスをお持ちの方は、なるべく９月中に更新手続き

をお済ませください。

①更新費用について
　次の方については、１, ０００円でパスを発行します。
　　・平成２７年度　住民税が「非課税」の方
　　・平成２７年度　住民税は「課税」だが、前年の合計所得が１２５万円以下の方
　　・平成２６年度　経過措置により、１, ０００円でパスの発行を受けている方
　次の方については、２０, ５１０円で発行となります。
　　・平成２７年度　住民税が「課税」で、上記の経過措置の対象でない方。

②更新にお持ちいただくもの
　　・更新申込書
　　・これまでご使用のシルバーパス
　　※９月中は、これまでご使用のシルバーパスが無いと新しいパスへの更新ができません。
　　・保険証または運転免許証など　※パスポート、住民票は使用できません。
　　　（国民健康保険被保険者証、運転免許証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード（写真付）、身

体障害者手帳、後期高齢者医療の被保険者証など、住所・氏名・生年月日が確認できるもの。）
　　・費用
　　・１, ０００円で発行を受けられる方のみ、平成２７年度住民税が非課税であることを確認できる書

類として、下記のいずれかの提示が必要です。
　　　　◎平成２７年度介護保険料納入（決定）通知書
　　　　◎生活保護受給証明書
　　　　◎東京都シルバーパス交付手続確認書

■問い合わせ■　企業課運輸係　電話 2－1126

６５～６９歳の方へ
八丈町老人優待乗車券更新手続について

　現在、八丈町老人優待乗車券をご利用中の方は１０月１日で更新となります。
受付期間、費用については、上記シルバーパスの記事内の「①更新費用について」と同様です。
　●受付窓口　◎お住まいの地域の各出張所
　　　　　　　◎大賀郷地域の方は、福祉健康課高齢福祉係

○更新にお持ちいただくもの
　　・住所、氏名、生年月日が明記された本人を確認できる書類（保険証、免許証など）
　　・これまでご使用の八丈町老人優待乗車券
　　・費用　　
　　・印鑑
　　・費用１，０００円の方のみ、下記のいずれかをご用意ください。
　　　　◎平成２７年度介護保険料納入（決定）通知書
　　　　◎生活保護受給証明書

老人優待乗車券は、八丈町内の路線バスのみご利用いただけます。
■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570
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税のお知らせ／臨時診療日、専門外来診療

■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ

・糖尿病教室　９月11日（金）　・耳鼻咽喉科　９月７日（月）～９日（水）
　その他、専門外来診療は下記のとおりですが、予約制となっています。
　診療科によっては予約の取り方が異なりますので、平日の午前８時30分から正午までに、院内予約係
窓口か、電話（2－1188）にてご連絡ください。
○その他の専門外来診療
・精神神経科　・整形外科　　・内分泌内科　・皮膚科　・糖尿病内科
・腎臓内科　　・消化器内科　・神経内科　　・眼科　　・循環器内科　・泌尿器科

■問い合わせ■　町立八丈病院　電話2－1188

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療

■軽自動車の手続き(廃車・所有者変更・転出など)はお早めに
　軽自動車税の課税や減免は、税務課で行いますが、登録・廃車・譲渡などの手続きは、下記のと
おり車種によって手続きの窓口が異なります。また毎年４月１日現在、軽自動車を所有している方
に課税されます。４月２日以降に廃車手続きをされると、その年度の税金は課税されます。

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 手続窓口
原動機付自転車 排気量 50cc 以下

①八丈町役場
　税務課課税係

排気量 51cc 以上 90cc 以下
排気量 91cc 以上 125cc 以下
三輪以上のもの ( ミニカー排気量 50cc 以下 )  

小型特殊自動車 農耕作業用
その他のもの

軽　自　動　車 四輪 乗　　　用 営　業　用

②軽自動車検査協会
　東京主管事務所

自　家　用
貨　物　用 営　業　用

自　家　用
三輪のもの
二輪のもの ( 排気量 126cc 以上 250cc 以下 ) ③関東運輸局

　東京運輸支局二輪の小型自動車（排気量 251cc 以上）
①八丈町税務課課税係　　東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２　電話 04996－2－1122 
②軽自動車検査協会東京主管事務所　　東京都港区港南３－３－７　　電話 050－3816－3100
③関東運輸局東京運輸支局　東京都品川区東大井１－１２－１７　　　電話 050－5540－2030

町税の滞納処分を強化しています ～税負担の公平性を確保するために～

納付にお困りの方は必ず相談ください
　病気や怪我、事業の休廃止などの事情により、納期限までに納付できずにお困りの方は、必ず
納付相談を行ってください。
　役場の業務時間内に来庁できない場合は電話申し込みにより業務時間外（午後５時15分～午
後７時）に納付相談を行っています。
滞納処分を強化しています
　町では、納期限を過ぎても納付いただけない方に対し、文書などで納付のお願いをしています
が、それでも納付していただけない場合は、納期限内に納めている方との公平性を保つため、法
律に基づいた財産調査および財産の差押などの滞納処分を行っています。

今月の納期限および口座振替日　　　○９月30日（水）　国民健康保険税　第３期
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国保だより／住民係からのお知らせ

国 保 だ よ り ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2-1123

■次のようなときは、保険証が使えませんのでご注意ください。
　◎病気やケガと認められない場合
　◎仕事上のケガや病気で労災保険の対象となる場合
　◎けんか、泥酔などによる病気やケガをした場合
　◎酒酔い運転、無免許運転などでケガをしたとき。
　◎その他
　交通事故などの第三者による行為でケガをしたときの医療費は、加害者の負担となります。ただし、国
保の窓口に届け出ることにより医療費を一時立て替えることができますので、住民課国保年金係に届け出
てください。なお自損事故で治療を受ける方も届け出が必要となります。
　【届け出の手順】
　①　警察に届け出る　
　　　「事故証明書」をもらってください。
　②　国保の窓口に届け出る
　　　「事故証明書」「印鑑」「保険証」を持って国保の窓口へ。
　　　「第三者行為による被害届」を記入し、提出してください。
　※示談の前には必ず国保へ連絡してください。
　　示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。
◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
◆ 病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談ください。
※その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、疑問に思うことなど、いつでもご相談くだ
さい。

住民係からのお知らせ
９月３日（木）で「平成改製原戸籍の附票」の発行が終了します
　以降は発行が行えませんのでご注意ください。
戸籍の附票とは・・・戸籍ができてから除籍・改製されるまでの住所の履歴を公証するもの。
　八丈町では平成 22 年 9 月 4 日に戸籍を電算化し、紙での記録・管理からコンピュータでの記録・管
理へ変更を行いました。それに伴い附票も改製（作り直し）をしました。
　この、コンピュータ化による改製前の戸籍のことを「平成改製原戸籍」、附票を「平成改製原戸籍の附票」
といいます。
　現在の戸籍の附票には、改製日以降の住所の異動が記録されていますので、それ以前の住所の記録が必
要な時は「平成改製原戸籍の附票」を請求していただくことになります。
　しかし、改製された戸籍の附票は保存期間が 5 年間で、9 月 3 日（木）をもって発行を終了しますの
でご注意ください。
閉庁日の戸籍届出について
　閉庁日に戸籍の届出（出生、婚姻、死亡など）をされる方は、来庁される前に町役場（2-1123）に必
ずご連絡ください。
○死亡届は担当職員が登庁し直接受理します。詳細は事前に連絡いただいた際にご案内します。
○死亡届以外の届出は宿日直者により受付のみを行い、お預かりする形になります。開庁日になってから
職員が内容を確認し、不備がなければお預かりした日付の受理となります。
※記入方法や添付書類など、詳しくは事前に問い合わせください。

■問い合わせ■　住民課住民係　電話2－1123
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国民年金／オータムジャンボ宝くじ　９月２８日（金）販売開始！

国 民 年 金 ■住民課医療年金係　電話2－1123
■港年金事務所　　　電話03－5401－3211
■日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

【お客様の個人情報を聞き出そうとする不審電話にご注意ください！】
　日本年金機構の不正アクセス専用コールセンター（0120-81-8211）には、お客様から「不審電話が
掛かってきた」という情報が多く聞かれます。
　不審電話は、お客様の個人情報を聞き出そうと、親切で巧妙な語り口で話してきますので細心の注意が
必要です。
　お客様から不正アクセス専用コールセンターへ情報をいただいた不審電話の内容につきましては次のと
おりですので、ご注意ください。
 《名乗り方で多い例》
・日本年金機構の○○というものです。
・日本年金機構からのアンケートです。
・○○警察署の○○というものです。
・郵便局（あるいは銀行）の○○というものです。
・国税局の○○というものです。
・ＮＨＫのアンケートです。
・消費者生活センター（あるいは国民生活センター）の○○というものです。
※上記はいずれも実在する機関であり、丁寧に姓を名乗るケースもあります。
 《お客様から聴取しようとする個人情報》
・基礎年金番号、生年月日、住所、年齢、家族構成
・現在の勤務先あるいは過去の職歴
・年金振込金融機関、支店名、口座番号、暗証番号
・年金受給金額、収入額、資産、預貯金額
※ご本人やご家族の氏名をフルネームで言い、信じさせようとする手口もあります。

各種問い合わせ
●一般的な年金相談に関する問い合わせ
0570-05-1165（ナビダイヤル）PHS、IP 電話、海外からは 03-6700-1165（一般電話）
受付時間　月曜日から金曜日 午前８時30分～午後５時15分　第 2 土曜日 午前９時30分～午後４時
　※ただし月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）は午後７時まで受付
　※土曜（第 2 土曜日を除く）・日曜・祝日・12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用いただけません。
●ねんきん定期便・ねんきんネット・ねんきん特別便に関する問い合わせ
0570－058－555（ナビダイヤル）PHS、IP 電話、海外からは 03－6700－1144（一般電話）
受付時間　月曜日から金曜日 午前９時～午後７時　第 2 土曜日 午前９時～午後５時
　※土曜（第 2 土曜日を除く）・日曜・祝日・12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用いただけません。
　　 一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金で利用できます。ただし、

一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は、所定の通話料金がかかります。
　※ 「0570」の最初の「0」を省略したり市外局番をつけたりして間違い電話にならない様注意してく

ださい。

オータムジャンボ宝くじ　９月２８日（月）販売開始！
　収益金は、区市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
●発売期間　９月28日（月）～10月16日（金）　●発売場所　全国の宝くじ売場
●抽せん日　10月23日（金）　（公財）東京都区市町村振興協会　電話 03－5210－9945
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教育委員会だより

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

■八丈町教育相談室 　　　　　電話　２－０５９１　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
■東京都教育相談センター（教育相談一般）　電話　０３－３３６０－８００８
　平日　午前９時～午後９時　土・日・祝日　午前９時～午後５時
■東京いのちの電話　　　　　　　　　　　　電話　０３－３２６４－４３４３（２４時間）

　平成 26 年６月に発行した「改訂・五地域版　八丈・島ことばカルタ」は、多くの島民や観光客の皆さ
んに愛され、発行組数 700 組が残りわずかになりました。そこで今年度、読み札の文字に若干の修正を
施した再改訂版のカルタを作製し、販売します。（絵札は前回の版から変わっていません）
　また、「カルタは買ったけれど、読む時に島ことば特有のイントネーションなどが分からない。CD があ
ればいいのに。」といった声にお応えして、今回再改訂に合わせ、各地域版ごとに、読み札の音声 CD を
販売します。ランダム再生機能の付いているプレーヤーであれば、読み札を読む人がいなくともカルタを
お楽しみいただけます。
　なお、録音を行うにあたっては、次の方々にご協力をいただきました。
　■三根………田代　清さん／荒川　光子さん　　　　
　■大賀郷……浅沼　研さん　　　■樫立………伊勢崎　武二さん
　■中之郷……山下　芙美子さん　■末吉………菊池　すま子さん
　【録音技術…菊池　一明さん】
　※男女差や年齢差によって、読み札と語尾が若干異なる部分がありま
　す。ご家族で楽しむだけでなく、学校や保育園など、様々なカルタ会
　などで活用してください。
●販売店　八丈書房、大志堂、民芸あき、黄八丈めゆ工房、八丈民芸やました、
　　　　　八丈島観光協会（順不同）

今月の学校行事
■各小・中学校　始業式　　期日：１日（火）
■学校公開週間
　三根小学校　　期日：　４日（金）～１０日（木）
　大賀郷小学校　期日：２８日（月）～１０月２日（金）
　三原小学校　　期日：　４日（金）
■三根小学校作品展　　　　期日：　４日（金）～１０日（木）
■三原小学校小作品展　　　期日：　４日（金）～１１日（金）
■小学校　合同遠泳　　　　期日：１１日（金）　／　会場：八重根新堤
　三原小学校　　　午後１時～午後１時５０分
　三根小学校　　　午後１時４５分～午後２時３５分
　大賀郷小学校　　午後２時２５分～午後３時１５分
■各中学校　運動会・体育祭　日時：１３日（日）午前９時～　／　会場：各中学校

◎規則正しい生活リズムを
　子供たちが健やかに成長していくためには、適切な運動やバランスのとれた食事、十分な休養と睡眠が
大切です。成長期の子供たちにとっては、この｢規則正しい生活リズム｣（基本的な生活習慣）が最も重要
であり、乱れてしまうと【学習意欲の低下】や【気力・体力の低下】につながります。いよいよ新学期が
スタートします。早寝・早起き・朝ごはん…「規則正しい生活リズム」で学校生活が更に充実するよう、
ご家庭でのご協力をお願いします。

「再改訂・五地域版 八丈・島ことばカルタ」と
読み札音声 CD 販売　予定価格　カルタ 918円、ＣＤ 388円（税込）

9 月

販売予
定！
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第 69 回八丈島民大学講座／第２回「八丈島と戦争」を見に来ませんか？

第69回八丈島民大学講座　－首都大学東京共催－
　八丈島の題材を用いながら、首都大学東京の教授陣が各テーマに基づいて講演します。気軽にご来場く
ださい！！
第１日　９月５日（土）　午後７時 30 分～９時
　　　　半導体の可能性　－島の暮らしはどう変わる？
　　講師　奥

おくむら

村次
つぐのり

徳　教授　（電気電子工学）
　エネルギー問題に積極的な八丈島で、エネルギーを節約する主役の半導体について考えます。太陽電池
や LED 照明などの新しい半導体デバイスの高性能化と普及によって、これまで電力供給が十分ではなかっ
た地域でも、エレクトロニクスや情報通信技術（ICT) の恩恵が容易に受けられるようになってきました。
身の周りにある半導体とその応用で島の暮らしはどう変わっていくのかを学びます。
第２日　９月６日（日）　午後１時 30 分～３時
         　民法改正　―私たちの暮らしは変わるのか？ 
　　講師　桶

おけしゃ

舎典
ふみあき

哲　教授　（民法）
　刑罰法規（刑事法）や取締法規（行政法）は、報道などで触れる機会は多いでしょう。それと異なり民法は、
日々の暮らしでの取引き、事故や公害などの賠償責任、人（成年・未成年・成年後見・性同一性障がいな
ど）、人と人との関わり（親子・夫婦）、法人、物、そして死後のこと（相続）について規律する法典です。
実は身近にあった民法が、暮らしにどう関わっているのか、改正で暮らしは変わるのか、これらについて
学びます。
会　場　両日とも七島信用組合八丈島支店　２階ホール
参加費　無料
主　催　八丈島民大学講座実行委員会　　　　　共　催　首都大学東京
後　援　八丈町教育委員会・八丈島文化協会　　協　賛　七島信用組合
■問い合わせ■　八丈島民大学講座実行委員会事務局　電話 7－0461

八丈島歴史民俗資料館　企画展示

第２回　八丈島と戦争　を見に来ませんか？
＜企画展示　第２回「八丈島と戦争」実施中＞

　戦時中の八丈島の様子が分かる地図、写真の展示
や詳細な解説文、皆さんから提供いただいた戦争に
関する遺物などの展示をしています。そのほかにも、
担当が聞きとりによって作成した資料などがありま
す。
　提供をいただいた中でも、八丈島第 67 旅団の現
地特警隊が使用した三八式野砲の弾薬箱や無線電話
機、陸軍が製造した蚊追粉（燃焼させて煙を出し蚊
を追い払う物）、奉公袋（兵隊が身の回り品を入れ
ておいた袋）とゲートル、軍隊手帳や従軍手帳、日
本軍が中国やフィリピンで使った軍票（紙幣）など、
大変珍しく貴重な物です。ぜひご覧ください。
　展示期間は、10月中旬頃までを予定しています。

※上の写真は解説文などの展示の様子。下の写真は戦争遺物などの展示。手前にあるものは弾薬箱。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071　（担当：林）
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母子保健／子どもの定期予防接種のお知らせ

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話２－ 5570

※健診の対象者には個別通知します　

今月の健康診査　　　　会場：保健福祉センター
１歳児歯科健康診査  ９月９日（水）　受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成26年6月11日～平成26年９月９日生まれの幼児
１歳６カ月児健康診査  ９月29日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成26年１月15日～平成26年３月29日生まれの幼児
こども心理相談（要電話予約）　　会場：保健福祉センター
9月29日（火）　午前９時～午後４時　○対象　１歳６カ月以上の未就学児
　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど心配なことがありました
ら、専門の心理相談員が相談に応じます。
すくすく相談（要電話予約）　　　会場：保健福祉センター
９月15日（火）　午前９時30分～11時30分
　日頃の子育ての中から出てくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士が応じます。母
子健康手帳を持参してください。
こどもおやつ教室（要電話予約）　会場：保健福祉センター
９月17日（木）  午前10時～11時30分　予約締切：９月11日（金）
　発育盛りの子どもにとって、おやつは食事の一部、大切な栄養源と考えて与えることが大切です。家
庭でのおやつの大切さ、作り方について学び、試食するほか、歯のお話をする教室です。
　皆さんの参加をお待ちしています。
○対象：未就学児とその保護者（定員：親子10組程度）　○持ち物：母子健康手帳、エプロン

●日本脳炎集団接種
　日時：　９月　３日（木）　午後３時～４時
●四種混合集団接種
　日時：　９月10日（木）　午後３時～３時30分
●日本脳炎集団接種
　日時：　９月17日（木）　午後３時～４時
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
　日時：　９月24日（木）　午後３時～３時30分
●水痘集団接種
　日時：　９月28日（月）　午後３時～３時30分
●予約制個別接種
　日時：　９月10日（木）　午後３時30分～４時
　　　　　９月24日（木）　午後３時30分～４時
　※今年度より受付時間が変更になっています。
●会場：全て町立八丈病院小児科で実施します。
　予約制個別接種は、お子さんの体調不良などで集団接種の機会を逃した方や時間の都合がつかない方な
どのために、毎月第２、第４木曜日に設けており、事前予約が必要です。ご希望の方は、実施日の１週間
前までにご連絡ください。

■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2－5570

子どもの定期予防接種のお知らせ
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図書館からのお知らせ／子ども家庭支援センターからのお知らせ　ほか

●「豊かな想像力は、自然と向き合う経験があってこそ。」
　８月１日に「晴れ ときどき 本　―本を楽しむきっかけづくり―」
が開催されました。
　講師の坂部豪さんは想像力の重要性を強調し、絵本の読み聞か
せを行いながら「読むことは想像すること。読み聞かせとは読み
手と聞き手のコミュニケーションだ」と語りました。また、本を
楽しむきっかけづくりとして「ぜひ読み聞かせを行ってほしい」と締めくくりました。
●今月のおはなし会 　12 日（土）午前 10 時～ 11 時　こどものほんのへや
　読み聞かせ：くに文庫（大賀郷）※都合により変更する場合があります。
　今回はどんなおはなし会かな？　工作遊びもあるよ。みんなでおじゃりやれ♪
●休館日　毎週月曜日・22 日（火・国民の祝日）・23 日（水・秋分の日）・30 日（水・館内整理日）
●開館時間　午前９時30分～午後５時
●新着図書　＊最新情報は八丈町公式サイトをご覧ください。ほぼ毎週更新しています＊
　『水曜日の凱歌』乃南 アサ　著　　　　　　　　　　『里海資本論』井上 恭介　著
　『わくわくさんのこども工作』久保田 雅人　著　　　『7 分間でゾッとする 7 つの話』山口タオ　著

＊返却期限を過ぎていませんか？　お手元の本、雑誌、DVD などの返却日をご確認ください！＊
■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話2－0797

図書館からのお知らせ

子ども家庭支援センターからのお知らせ
開館日　平　日　午前８時 45 分～午後５時　第２土曜日　午前 9 時～正午
　　　　第２土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

交流ひろばの催し　毎週水曜日　午前10時30分～11時

　親子で楽しめる催しを企画しています。ぜひお越しください！
　　９月　 2 日（水）　絵本の読み聞かせ
　　　　　 9 日（水）　ミニ花を楽しむ
　　　　　16 日（水）　ミニ運動会準備
　　　　　23 日（水）　休館日
　　　　　30 日（水）　ミニ運動会
※育児・保健相談は随時受け付けしています

　就学前のお子さんの身体測定　催し物がある日以外で可能なときに測定します
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2－4300

第２土曜日（12日）も
０～３歳を対象に交流ひ
ろばを開放しています♪

救援金・義援金の報告　　　■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570

　2015 年ネパール地震救援金に、次のとおり皆さんから温かいお気持ちをいただきました。
　ご協力ありがとうございました。

義援金名 受付期間 義援金額 送金先（振込済）

2015 年ネパール
地震救援金

平成 27 年４月 27 日から
平成 27 年７月 31 日まで

72,624 円 日本赤十字社
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水道だより／公証週間

水道料金は納期限内にお支払いください

水道だより水道だより
●水道メーターの定期交換
　各家庭などに設置され、八丈町が検針している「水道メーター」は計量法により有効期限が８年と定め
られています。このため、有効期限が過ぎる前に水道メーターの交換を行っています。
　交換作業は平成28年２月頃までかかる予定で、町が委託した沖山産機株式会社が行います。
　※交換対象：平成28 年３月までに有効期限を迎えるメーター　※交換費用：無料
　〈交換時のお願い〉
　・交換の際、15分ほど断水となります。（事前に声をかけます。）
　・不在でも交換作業を行うことがあります。（交換作業に関するメモを入れます。）
　・交換後は空気や濁りが入る場合もありますので、浄水器や給湯器などを経由しない蛇口で水を少し流

してからお使いください。
●「水道使用異動届」・「給水装置所有者変更届」の提出が必要です！
① 八丈町に転入する時や、八丈町から転出する時、島内での転居の際には「水道使用異動届」を提出して

ください。
② 水道給水を一時的に止めると、その間、基本料金はかかりません。（原則として、メーターは設置した

ままです。）空き家状態になっている家や、更地にしたが、いずれ家を建てようと思っているなど、今
後その水道を使う予定や可能性がある場合は、閉栓（休止）の届出が必要です。10月より、休止期間
が最長３年になります。引き続き休止を希望される場合は、新たに閉栓（休止）の届出を行ってください。
３年間を過ぎ、閉栓（休止）の届出がない場合、基本料金が発生します。10月より、1 回につき閉栓（休
止）手数料 2,000 円がかかります。

③ 水道には実際に使用される使用者、支払者名義のほかに、水道の権利を有する所有者（管理人や貸家の
大家など）を変更することも可能です。変更される場合は、「給水装置所有者変更届」の手続きが必要
になります。

※ 「水道使用異動届」、「給水装置所有者変更届」の手続きは、印鑑をお持ちになって企業課水道係か、各
出張所で行ってください。なお「給水装置所有者変更届」の場合は、相手方の印鑑が必要となる場合も
あります。詳しくは問い合わせください。

●平成27年９月で水道料金の集金が廃止になります。
　平成27年10月からは送付される納入通知書により各金融機関または町役場１階会計窓口、各出張所に
て直接、もしくは町内の金融機関での口座振替によりお支払いいただくことになりますので、ご理解とご
協力をお願いします。
●滞納による給水停止の解除
　一旦給水停止になりますと、水道料金をお支払いいただかない限り、給水を再開することはできません。
なお、平成27年10月から給水停止による開栓は１回につき手数料 1,000 円がかかります。
　※再開の場合は、平日の午前8時30 分から午後５時のみの対応となり、それ以外の時間は一切対応で
きません。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

10月１日(木)～７日(水)は公証週間です
◆遺言や大切な契約を公正証書が守ります。
　東京公証人会では、特設電話を設置して電話相談を実施し、期間中は土曜、日曜も対応します！相談は
無料です。
●特設電話　03－3502－8239
●受付時間　午前９時30分～正午　　　午後１時～４時30分
※特設電話は公証週間専用ダイヤルです。期間外の相談については、下記に問い合わせください。
■問い合わせ■　東京公証人会　電話 03－3502－8050
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介護職員初任者研修（通学）受講生募集／ケアケア交流講座　ほか

介護職員初任者研修（通学）受講生募集（旧ヘルパー２級）

　社会福祉法人養和会では介護職員初任者研修を実施します。介護に関する技術と知識を身につけること
で、介護する側もされる側も幸せな気分になります。介護の現場や家族介護まで幅広い活用、活躍が期待
できます。
研修期間　平成 27 年 10 月４日（日）～平成 28 年３月６日（日）（130 時間）
　　　　　※講習日は、主に日曜日を予定しています。
募集期間　平成 27 年９月 17 日（木）～平成 27 年９月 30 日（水）（必着）
募集人員　30 名
　【参加対象者】
　（１）八丈町内の高齢者介護施設などに勤務する、研修を必要とする方
　（２）八丈町に住所を有し、通学が可能な方
　【受講参加要件】
　（１）研修を最後まで終了できる健康な方（母性保護のため、妊娠している方はご遠慮ください）
　（２）年齢 65 歳未満の方（平成 28 年３月 31 日現在）
　（３）外国人については、講習などを受講できる日本語能力を有する方（日常会話・高齢者とのコミュ

ニケーション、読み書きが可能な方）
受 講 料　55,000 円（但し、研修期間中の交通費や食事などは自己負担となります）
受講場所　社会福祉法人養和会　第二八丈老人ホーム
申込方法　 下記、問い合わせ・申込先にて、介護職員初任者研修参加申請書を受け取り、必要事項を記入・

押印の上、運転免許証のコピーまたは住民票を添えて社会福祉法人養和会まで、お持ちください。
　　　　※外国人については、住民票または在留カードの写し（表・裏）が必要です。
募集結果　 募集期間締め切り後、申込者全員に郵送にて結果を通知します。なお、申込多数の場合は、上

記【参加対象者】（１）に該当する方を優先します。
＊個人情報の取扱い
　介護職員初任者研修参加申込書に記載された個人情報については、目的以外には使用しません。

【問い合わせ・申し込み】　社会福祉法人　養和会　本部　介護職員初任者研修担当
　〒 100－1401　東京都八丈島八丈町大賀郷 7670 番地 1　電話：2－0770  FAX：2－0432
  ＵＲＬ http://www.yowakai.sakura.ne.jp/

家族介護者教室『ケアケア交流講座』
　ケアケア交流講座は、参加者と老人ホームやデイサービスで働く職員とが交流を図りながら、介護方法
や介護予防、介護者の健康づくり、高齢者の福祉などについての知識・技術を分かりやすく伝える講座です。
　今回は、高齢者の口腔ケアについてのお話をしていただきます。どなたでも参加できますので、お誘い
合わせのうえご参加ください。
日　時　９月17日（木）午後１時～２時　 場　所　第二八丈老人ホーム　２階会議室
内　容　『高齢者の口腔ケアについて』
講　師　口腔ケア学会指導員　菊池一江先生　　参加費　無料
申　込　９月11日（金）までに電話で申し込みください。
■問い合せ・申し込み■　八丈町地域包括支援センター　電話 2－0580

平成27年度全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間
　高齢者や障害者を巡る様々な人権問題の解決を図るため、人権相談活動を強化することを目的に実施さ
れます。
開設場所：東京法務局人権擁護部　東京法務局八王子支局・府中支局・西多摩支局
期　　間：9 月 ７日（月）～11日（金）　午前８時 30 分～午後７時
　　　　　９月12日（土）、13 日（日）　午前10 時～午後 5 時

「あんしん相談」電話番号：0570－003－110（常設相談電話回線・全国統一番号）
電話相談担当者：人権擁護委員および東京法務局職員
■問い合わせ■　東京法務局人権擁護部第二課　電話 03－5213－1234
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自殺防止！東京キャンペーン／動物愛護週間

東京都のキャンペーン事業
（1）特別相談の実施
　●東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
　　９月 7 日（月）～ 1 １日（金）（各日とも 24 時間）　0570-087478
　●自殺予防いのちの電話
　　９月 10 日（木）午前 8 時～１１日（金）午前 8 時（24 時間）
　　0120-738-556（フリーダイヤル）
　● 54 時間特別相談（東京自殺防止センター）
　　9 月 5 日（土）午前 0 時～ 7 日（月）午前 6 時　0120-589-090（フリーダイヤル）
　●自死遺族のための電話相談（グリーフケア・サポートプラザ）
　　9 月８日（火）～ 11 日（金）各日とも午前 10 時～午後 10 時　03-3796-5453
　●多重債務 110 番（東京都消費生活総合センター）
　　9 月 7 日（月）～ 8 日（火）各日とも午前９時～午後５時　03-3235-1155
　●東京都ろうどう 110 番（東京都労働相談情報センター）
　　９月８日（火）～９日（水）各日とも午前９時～午後５時　0570-006110

（２) 講演会について
　日　時：平成２７年９月 10 日（木）午後６時３０分～８時
　場　所：東京都庁都民ホール　　　　　　　講　師：松本俊彦氏（精神科医）
　テーマ：「自分を傷つけずにはいられない！～生きづらさを抱える若者の自殺予防のために～」
　対　象：区市町村、関係団体、一般都民　　申込方法：東京都福祉保健局ＨＰを御覧ください
■問い合わせ■
　東京都福祉保健局　保健政策部保健政策課　自殺総合対策担当　　電話 03－5320－4310

９月20日（日）から26日（土）は動物愛護週間です
　動物愛護週間は、広く国民の間に、命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を
深めるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて設けられたものです。この機会に、私達
が飼っている動物、身近にいる動物たちについて、もう一度考えてみましょう。

◆不幸な野良猫を増やさないために
　猫の糞尿や鳴き声などによる相談が増えてきています！
　庭などで猫に餌を与えている方は、その周囲で猫が増えていないか改めて注意と確認をした上で、少し
ずつ慣らして不妊手術をしましょう。手術をしなければ、結果として不幸な野良猫を増やすことになりま
す。数が増えて、手に負えなくなってからの相談では手遅れです。１匹のうちに手術をしましょう。また、
餌を出しっぱなしにせずその都度回収すれば、他のネコは寄り付きません。

生き物と接する以上、責任が生じてくるということをよく考えましょう
八丈町で活動する動物愛護活動団体「捨て猫をなくす会」では、会員に対して飼主のい
ない猫への不妊手術費用補助を行っています。

　不妊手術などに関するご相談は、問い合わせください。
■情報提供・相談・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

愛情と責任をもって最期まで飼いましょう 繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を

犬の散歩はルールを守って行いましょう 飼い主が分かるよう名札などをつけましょう

「気づいてください！　体と心の限界サイン」（九都県市統一標語）
9月は東京都の自殺対策強化月間です「自殺防止！東京キャンペーン」
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犬の登録・狂犬病予防注射のお願い／９月航路ダイヤ

犬の登録・狂犬病予防注射のお願い
　狂犬病予防法により、犬を飼育する際には、市町村への登録と年１回の予防注射が義務付けられていま
す。次に当てはまる場合は、八丈動物病院にて注射と登録を行ってください。
　①狂犬病予防注射をまだ済ませていない犬を飼っている方
　②新たに犬を飼いはじめた方
　③島外から転入してきた犬を飼っている方
※ただし、注射は生後９１日以上の犬に限ります。
　また、犬が高齢や病気であるなど、注射に不安のある方は、動物病院までご相談ください。
　飼っていた犬が死亡した場合、犬を譲渡した（された）場合には福祉健康課保健係にご連絡ください。

＜狂犬病の発生を防ぐために、愛犬には予防注射を！＞
　狂犬病とは、狂犬病ウイルスを持つ動物に、咬まれたりひっかかれるなどしてできた傷口から、だ液に
含まれるウイルスが侵入して感染する病気です。
　犬と人だけでなく、全てのほ乳類が感染し、発症してしまうとほとんどの場合死に至る大変恐ろしい病
気です。現代医学においても発症してからの有効な治療法はありません。
　ＷＨＯ（世界保健機関）は、全世界で毎年 35,000 人～ 50,000 人の方が、狂犬病によって亡くなっ
ていると推計しています。
　わが国においては、人での発生は 1954 年以降、犬などの動物での発生は 1957 年以降ありません。
しかし、国際交通手段の発達した現代において、海外から狂犬病が侵入する可能性は否定できません。
　毎年１回の予防注射は、飼い犬の感染予防・感染拡大予防に非常に効果的であり、飼い主の義務として
求められています。狂犬病予防へのご理解とご協力をお願いします。

料金
○予防注射料金　　　3,650 円

（内訳：注射料 ……… 3,100 円
注射済票交付手数料……550 円）
○登録手数料　　　　3,000 円

注射・登録
○八丈動物病院
　住所：大賀郷 2539
　電話：2-1433

※平成 27 年度予防注射料金が 100 円増額しています。
■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

【東海汽船】　電話 2－1211「橘丸」
　三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島
※ 7/1～ 9/23 まで八丈島発船便は大島を経由
< 東京竹芝発 22:30> < 八丈島発 9:40>

【東京愛らんどシャトル】空席状況アドレス（東邦航空ホームページ）　　

　　　　　　http://tohoair-tal.jp/
　…詳しくは・東邦航空予約センター　電話 2－5222 
　　　　　　・問い合わせ　　　　　　電話 2－5200

便名 羽田発 八丈島着 機種 便名 八丈島発 羽田着 機種

1891  7:30  8:25 A320 1892  9:05 10:00 A320

1893 12:15 13:10 B738 1894 14:20 15:15 B738

1895 15:50 16:40 A320 1896 17:20 18:20 A320

【ANA】電話　0570－029－222 機体情報　最大乗員数 A320　166 人　　B738　167 人

9/1 ～ 9/30 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 22,390 15,190
※運航事業者の都合により、急な時刻変更などあり

ますので、ご注意ください。

○ 9月の航路ダイヤ
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環境だより／町長上京日記

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

ヤンバルトサカヤスデ対策
　９月から１月頃まで、本格的なヤスデの移動時期を迎えます。町では今年度も、家屋侵入防止用薬剤

（コイレット）の無料引換券を配布しています。
　自然環境を考慮し、薬剤を散布するだけではなく家屋周辺の落ち葉などを取り除き、水はけ・日当た
りを良くすることでヤスデの生息しにくい環境を作るとともに、家屋の基礎部分に表面のツルツルした
素材のテープを貼るなど、ヤスデの侵入を防ぐ環境づくりを試みてください。
粗大ごみの個別回収（有料）
　集積所に出せない粗大ごみは、有明興業（株）八丈島営業所に持ち込んでください。
　布団などの寝具類は粗大ごみです。集積所には出さないでください。
　持込みができない場合は、家電４品目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機）以外の粗大ごみの個別
回収を有料（１個 1,000 円　１個追加ごとに 500 円）で行います。
申込先　　（株）八丈島衛生総合企画　電話 2-0855　（月～金）
ごみの正しい出し方について
　○燃えるごみに、金属類・乾電池・電球・空きびん・空き缶などの混入が見られます。
　　 また、びんやガラス製容器にプラスチックや金属製のキャップやふたが付いたまま出されています。

取り外せるキャップやふたは、取り除いてください。
　○生ごみを狙って、ねこやカラスが集積所のごみを散らかしています。
　　新聞紙などで包んで、袋の外から見えないようにして出してください。
　　生ごみの水切りは効果的なごみの減量方法です。各家庭での水切りの徹底をお願いします。
　○ ごみは、当日の午前8時30分までに最寄りの集積所へ出してください。正しい分別がされてない無

記名のごみ袋を、分別状況の確認や指導を目的に、町職員が中身のチェックを行う場合があります。
　　※ごみを出す際、正しく分別することが求められています。ご協力お願いします。
一般廃棄物処理手数料（事業者対象）
　今月は、一般廃棄物処理手数料前期（Ⅰ期）の納期限です。納め忘れのないようお願いします。なお、
前期・後期の一括支払いも可能です。

町 長 上 京 日 記　7月
２日～４日
◉ANA1894便にて上京
◉全国離島振興協議会正副会長会議
◉平成28年度離島振興の促進に関する
　要望運動
◉ANA1891便にて帰島
６日～８日
◉ANA1892便にて上京
◉東京都港湾整備振興大会
◉国への港湾要望活動
◉関東の港湾を考える意見交換会
◉関東地区港湾整備・振興協議会理事会
◉ANA1891便にて帰島
20日～21日
◉ANA1892便にて上京
◉東京七島酒造組合協賛イベント
◉ふるさと納税高額納税者への御礼訪問
◉ANA1895便にて帰島

24日～28日
◉愛らんどシャトルにて三宅島へ
◉三宅村帰島１０周年記念式典および三宅村文化
　会館完成記念式典
◉NC9412便にて上京
◉東京都自治体病院開設者協議会総会
◉東京都市町村職員退職手当組合構成団体長会議
◉道路整備促進期成同盟会東京都協議会総会
◉東京都町村会役員会
◉東京都町村会町村長会議
◉東京都簡易水道協会総会
◉ANA1891便にて帰島
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し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ

東京都知事の登録を受けた島内業者
と契約し、行ってください。

公益財団法人東京都環境公社
多摩分室へ申し込みください。
電話 042-595-7982

し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ／臨時福祉給付金のお知らせ

臨時福祉給付金のお知らせ
　臨時福祉給付金は、消費税引き上げに伴う負担に配慮する臨時的な措置として支給されるものです。
支給対象者　　 平成27年１月１日時点で八丈町に住民登録がある方で、平成27年度住民税の均等割が課

税されていない方（生活保護受給者、住民税において課税者の扶養となっている場合を除
く）

支　給　額　　１人 6,000 円（申請書に記載した指定口座に入金されます）
受 付 期 間　　10月１日（木）～ 12月28日（月）
　　　　　　　（土日、祝日を除く開庁時間内） 
　　　　　　　申請期間外は受付できませんので、期間内に申請してください。
受 付 場 所　　八丈町福祉健康課および各出張所
書類の送付　　 支給対象者となる可能性のある方には、９月末までに八丈町税務課から申請書を送付しま

す。給付金の支給対象者と思われるが、申請書が届かないという方は、問い合わせください。
提 出 書 類　　申請書
　　　　　　　※同封の「臨時福祉給付金の申請受付について」をご確認ください。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570

　し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は第２・４土曜日、日曜日、祝日です。今月は連休がありますので、
収集運搬が必要な方は余裕をもって申し込みください。
　９月のし尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は次のとおりです。

　　　　６日（日） １２日（第２土） １３日（日） ２０日（日）
２１～２3 日（祝） ２６日（第４土） ２７日（日）

収集運搬業務の受付時間　午前８時～午後４時
収集運搬業者　㈱八丈島衛生総合企画　　電話 2-0855

浄化槽の法定検査を受けましょう
　浄化槽を使用される方には、浄化槽が正しく機能するための３つの義務
 （保守点検・清掃・法定検査）が、浄化槽法で定められています。
 ・保守点検　年に数回、機器類の点検や消毒薬
　　　　　　の確認などを行うこと。
 ・清　　掃　定期的に浄化槽の清掃を行うこと。
 ・法定検査　浄化槽が正常に機能しているか、
　　　　　　保守点検や清掃が適当に行われて
　　　　　　いるか、総合的に判断する検査で、
　　　　　　年１回行うこと。
　浄化槽が正常に機能しないと、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出ることがありますので、受
検しましょう。また、点検・検査結果の記録は３年間の保存が義務付けられています。
※ 八丈町浄化槽設置管理事業で設置および町へ寄付された浄化槽は八丈町が検査などの手続きを行うので、

個人での手続きは必要ありません。

手数料、使用料などの納め忘れはありませんか？
　 　し尿・浄化槽汚泥の汲取り手数料や、町設置の合併処理浄化槽の使用料などは納期限内に納めてください。
　　納入通知書を紛失されても町会計課および各出張所でお支払いできます。

■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2－1123
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町立八丈病院運営協議会議事報告
平成２７年 7 月２９日（水）午後６時　会議室
報告事項　１）平成 26 年度収支について　　　　２）平成 26 年度患者数調査等について
　　　　　３）医師および職員の動向について　　４）その他　
委員の意見など
○助産師が１人退職し、里帰り出産の受け入れは可能ですか。
　助産師がいなくなると分娩を扱うことが難しく、非常に厳しい状況です。助産師を募集していますが集
まらない状況が続いており看護師も定員を割っています。皆さんも助産師、看護師について情報があれば
ご一報ください。
○島外の医療機関へ通院される方への交通費一部助成の利用方法について
　制度については町福祉健康課保健係に、証明書の発行は各医療機関にご相談ください。
○会計処理に 50 分程待たされたので改善をお願いしたい。
　会計システム導入期や機械の調子が悪い時にお待たせしたことがありました。現在は長時間お待たせす
ることはないと思われますが、お気づきの点はその都度窓口などにご指摘ください。
〇病院バス停留所で高齢の利用者等が乗り損ねることに対する停車時間の配慮について
　病院バス停留所で停車時間を延ばし、乗務員により乗車する方の確認を行うようにします。
〇院外薬局への FAX 送信について
　4 月から運用を開始し、順調に実施しています。
貴重なご意見有り難うございました。
町立八丈病院運営協議会名簿　任期　平成 26 年 9 月 1 日～平成 28 年８月 31 日
三根地域　　沖山重彦　　　金川津屋子　　　　大賀郷地域　　小栗卯雄　　　折田正江
樫立地域　　伊勢崎正恵　　伊勢崎とし子　　　中之郷地域　　佐々木弥重子　岡野眞理子　
末吉地域　　村山眞理子　　松代勝子　　　　
医師　　　　岩渕一也　　　　　　　　　　　　歯科医師　　　菊池一江　　　
他　都職員　１名　町職員　３名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
　町立八丈病院運営協議会は、病院の円滑な運営を図ることを目的に活動しています。
　病院の運営、診療、施設についての疑問や要望は、町立八丈病院または地域の委員にご相談ください。

■問い合わせ■　町立八丈病院　電話 2－1188

東京法務局　特設登記所開設
　東京法務局では、職員派遣による特設登記所を開設し、不動産や商業・法人の登記申請に関する相談、相
続や抵当権に関する相談、その他の登記相談、各種申請書および証明請求書の受け付けを実施します。
◎特設登記所へ相談などでお越しの際は、お手持ちの資料をご用意ください。
◎届出や申請などの際は、事前に法務局へ電話相談し、必要書類を確認することをお勧めします。

日　　時：９月１５日 ( 火 ) 午後２時３０分～５時
　　　　　９月１６日 ( 水 ) 午前９時～正午、午後１時～４時３０分
　　　　　９月１７日 ( 木 ) 午前９時～正午
場　　所：八丈町役場１階　相談室１・２
■問い合わせ■　東京法務局不動産登記部門　電話 03－5213－1330（不動産）
　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　電話 03－5213－1337（商業・法人）

※登記相談の受け付けは、
　終了時間の30分前までです。

東京法務局　特設登記所開設／町立八丈病院運営協議会議事要旨
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八丈町農業委員会委員選挙
　平成 27 年９月 30 日の任期満了による八丈町農業委員会委員選挙が次のとおり行われます。
立候補を予定している方は、資料の配布や説明をしますので、八丈町選挙管理委員会へご連絡ください。
■告示日　９月 24 日（木）　
■立候補届出の日時・場所　9 月 24 日（木）　午前８時 30 分～午後５時　町役場相談室３・４
■投票日・投票時間　９月 29 日（火）　午前７時～午後５時
■投票区・投票所　三根 ･･･ 三根公民館　　大賀郷 ･･･ 大賀郷公民館　樫立 ･･･ 樫立公民館　　
　　　　　　　　　中之郷 ･･･ 中之郷公民館　末吉 ･･･ 末吉公民館
■開票日時・場所　午後６時～　町役場大会議室
※法改正により、選挙が行われない場合が有りますのでご承知おきください。

■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会（総務課内）　電話 2－1121

投票できる方
　平成 27 年３月 31 日確定の八丈町農業委員
会選挙人名簿に登録されている方です。
　農業委員会委員選挙は、八丈町の農業振興を
推進していくうえで大切な選挙です。有権者の
方は積極的に投票しましょう。

滞在先でも不在者投票ができます
八丈町にいなくても滞在先の区市町村選管理委
員会で不在者投票ができます。
　まず、投票用紙の請求を当選挙管理委員会に
してください。投票用紙などを滞在先に郵送し
ます。郵送でのやりとりとなりますので、お早
めに請求をしてください。

○投票用紙の請求
　はがきや便せんまたは請求用紙※などに、次
のことを書いて、八丈町選挙管理委員会（総務
課内）まで郵送にて請求してください。（FAX
や電話での請求はできません。）
　①八丈町の住所
　②氏名・生年月日
　③滞在先住所　
　　※ 滞在先の住所は、建物名、部屋番号など

詳しく書いてください。
　④電話番号　※日中に連絡の取れる番号
　⑤どこの区市町村で不在者投票をするのか
※ 請求様式は八丈町公式ホームページからダウ

ンロードできます。

○不在者投票できる期間
　９月 25 日（金）～ 28 日（月）
　※ 時間は滞在先の区市町村選管理委員会の執

務時間中となりますのでご注意ください。

期
きじつまえ

日前投票ができます
　投票日に仕事や上京、レジャーなどで投票
所へ行けない方は、次の期間に期日前投票を
ご利用ください。
■期　　　　間　９月 25 日（金）～ 28 日（月）
■受付場所・時間　町役場町民ギャラリー
　　　　　　　　午前８時 30 分～午後８時

投票所入場券
　投票所入場券（はがき）を郵送しますので、
投票に行くときには忘れずにお持ちください。
入場券を紛失した場合でも農業委員会選挙人
名簿に登録されている方は投票できますので、
各投票所の受付に申し出てください。

フリージア球根無料配布のお知らせ
　本年度のフリージアまつりが、第 50 回という節目を迎えます。それに伴い、希望する地区にフリージ
アの球根（一袋 10 球入り）を無料配布します。
※ 申し込みは自治振興委員が取りまとめのうえ、９月１８日（金）までに産業観光課まで地区単位で申し

込みください。（個人での申し込みは受け付けません）数量に限りがありますので、申し込み多数の場
合は、数量調整しますのでご了承ください。

■配 布 日　１０月２日（金）午後１時～３時　　■配布場所　ＪＡ八丈島本店集荷場
■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話 2－1125

八丈町農業委員会委員選挙／フリージア球根無料配布のお知らせ
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お知らせ掲示板

観光 おじゃれ11万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話2－1125

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計）

前年比
27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度

4 月 5,865 6,900 1,158  753 7,023 7,653 4,856 5,292 ▲8.2%

5 月 7,024 7,865 1,972 1,479 8,996 9,344 8,592 8,924 ▲3.7%

６月 4,877 5,060 1,224 1,000 6,101 6,060 4,612 4,581 0.7%

７月 8,108 8,219 1,823 1,886 9,931 10,105 7,712 7,847 ▲1.7%

計 25,874 28,044 6,177 5,118 32,051 33,162 25,772 26,644 ▲3.2%

行事
予定

9 月　　　ユニバーサルキャンプ（底土野営場） 12 日 ( 土 ) ～ 14 日（月）

平成２７年　ミス八丈島

　　大
おおば

場　由
ゆ み こ

美子さん
　　『一年間、よろしくお願いします。』

　７月 25 日 ( 土 )、八丈島夏まつりのステージで平成
27 年ミス八丈島の発表会が行われ、大場由美子さん
が紹介されました。
　愛知県出身の大場さんは、島へ移住して３年目、現
在は地熱館に勤務するかたわら、八丈サイエンスクラ
ブの指導員も勤めています。
　初仕事として、８月 9 日（日）に行われた八丈島
サマーコンサートで花束贈呈を行いました。

～～～～～大賀郷・末吉地域 敬老会 開催！！～～～～～
　大賀郷・末吉地域にお住まいの高齢者の方々への感謝とともに、長寿をお祝いする敬老会を開催
します。
大賀郷地域　　　　　　　　　　　　
●日　時　９月 21 日（月・敬老の日）
　　　　　午前 11 時～午後１時 30 分
●場　所　大賀郷公民館

末吉地域
●日　時　９月 21 日（月・敬老の日）
　　　　　午前 10 時 30 分～午後１時
●場　所　末吉公民館

※対象者は 70 歳以上の方（昭和 21 年４月１日以前に生まれた方）
　■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570
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第27回八丈島文化フェスティバル　～出演者・出展者募集！～
『第 27 回八丈島文化フェスティバル』の出演者および出展者を募集します。
島内で文化活動や製作活動を行っている方でしたら、どなたでも参加できます。
日頃の成果を発表してみませんか？
■開 催 日　平成 28 年１月２４日（日）　※作品展部門は平成 28 年１月 18 日（月）展示開始
■会　　場　【舞台部門】　 八丈町多目的ホール「おじゃれ」
　　　　　　【作品展部門】八丈町民ギャラリー
＜募集概要＞

【舞台部門】
●ジャンル　音楽・踊り・演劇など舞台で表現可能なあらゆるライブパフォーマンス
●時　　間　20 分間（入退場含む）　※超過時間についてはご相談ください
●出 演 数　17 グループ程度（個人参加も可能です）
　　　　　　※応募多数の場合は調整します。
●参 加 費　八丈島文化協会会員（6,000 円）、一般（8,000 円）、学校（3,000 円）

【作品展部門】
●ジャンル　絵画、書道、クラフト、写真などのアート作品
●出 演 数　10 グループ程度（個人参加も可能です）
　　　　　　※応募多数の場合は調整します。
●参 加 費　１グループ（500 円）
★応募期間　平成 27 年９月 15 日（火）～９月 30 日（水）
★申込方法　募集要項をお取り寄せのうえ、所定の申込書に必要事項を記入し、
　　　　　　下記申込先までＦＡＸまたはご持参ください。
★募集要項・申込書入手方法
①　八丈島文化協会ＨＰ（http://8jobunka.jimdo.com）からダウンロード
②　富士見地区公会堂で配布（受付時間：平日　午前９時 30 分～正午）
■問い合わせ・申し込み■　八丈島文化フェスティバル実行委員会（八丈島文化協会事務局内）
　所在地：八丈町三根 4869－1　電話＆ FAX：2－2833（午前９時３０分～正午）

～わいらが残した島の芸能～

第３回　八丈島芸能文化祭
八丈島の伝統文化と、島外の伝統文化。世代やジャンルを超えた、芸能文化祭ならではのステージ
イベントです。ぜひ、ご来場ください！！
■出演団体　　樫立踊り保存会、八丈島民謡保存会、ディークルー
■ゲスト出演　モンゴル民謡／岡林　立哉　　沖縄民謡／てぃだエイサー隊
■日　時　　　９月 23 日（水・祝日）　開場：午後１時　開演：午後１時３０分
■会　場　　　八丈町多目的ホール「おじゃれ」
■料　金　　　一　　　般　･･･　（前売り）1,500 円　（当日）2,000 円
　　　　　　　高校生以下　･･･　（前売り）　 400 円　（当日）　 500 円
　　　　　※未就学児でもイスをご使用になる場合は高校生以下の料金がかかります。
●チケット販売先　八丈島文化協会、八丈島観光協会、富次朗商店
●問い合わせ　　　八丈島文化協会：2-2833（午前９時～正午）
　　　　　　　　　八丈島観光協会：2-1377（午前９時～午後５時）

（注）会場内での飲食および写真撮影、ビデオなど動画撮影は固くお断りします。
☆主催：八丈島文化協会・八丈島芸能文化祭実行委員会　　☆後援：八丈町教育委員会
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自動車運転免許出張試験本受付のお知らせ
　本年も自動車運転免許出張試験を、10 月～ 12 月にかけて実施します。
　受験を希望される方は、次のとおり申請をしてください。
○免許の種別　普通一種免許（ＡＴ、ＭＴ）、普通一種免許ＡＴ限定解除、大型特殊免許
○取得の条件　 仮免許試験日付けで、普通一種免許、大型特殊免許とも 18 歳以上で、八丈町、青ヶ

島村に住民登録されている方
○受 付 日 時　９月５日（土）、６日（日）、７日（月）午前９時～午後５時
　　　　　　　※この日時以外の受付はできません。
○受 付 場 所　八丈島警察署
○必要なもの　①住民票（本籍地記載のもの）１通
　　　　　　　② 証明写真（縦３ｃｍ×横２．４ｃｍ、無背景で眼鏡を外し、髪で目が隠れていない

もの）普通一種免許受験者は４枚、大型特殊免許受験者は２枚
　　　　　　　③免許保有者の方は、現在取得している免許証（仮免許含む）
　　　　　　　④過去に免許取消処分を受けた方は、取消処分講習終了証明書（有効期限１年）
　　　　　　　※本受付当日、住民票をお持ちでない方は受付できません。
○留 意 事 項　仮視力検査を行いますので、必ず受験者本人が来てください。
　　　　　　　７月に行ったのは希望調査です。受験される方は今回必ず受付してください。
　　　　　　　１回目の試験は 10 月下旬を予定しています。

■問い合わせ■　八丈島警察署交通係　電話 2－0110

秋の交通安全運動　　　　９月２１日（月）～３０日（水）
　「やさしさが　走るこの街　この道路」
　秋の交通安全運動が行われます。この運動は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習
慣付けるよう呼びかけ、町民一人ひとりに交通安全意識の普及・浸透を図るとともに、町民自身に
よる道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目
的としています。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

子どもと高齢者の交通事故防止
　子どもは大人の行動を見ています。親も含
め、周囲の大人が交通ルールを守りお手本と
なりましょう。
　子どもや高齢者を見かけたら徐行するなど

「思いやりのある運転」を心掛けましょう。
　高齢運転者は、自己の運転能力に過信する
ことなく安全運転を心掛けましょう。

　全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートを正しく着用しましょう

飲酒運転の根絶
　飲酒運転が重大交通事故に直結する悪質な
犯罪であることを自覚し、車での外出先にお
いて飲酒してしまった場合は、タクシーなど
の利用や、家族や知人に迎えに来てもらうな
ど「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」
を徹底しましょう。

二輪車の交通事故防止
　ヘルメットを正しく被り、万が一の事故に
備えましょう。また無謀運転、危険・迷惑行
為をしないようマナーを守って、安全運転を
心掛けましょう。

夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故防止

　秋口における日没時間の急激な早まりとと
もに視認性が低下します。運転者は夕暮れか
ら早めのライト点灯、歩行者は反射材用品な
どを携えお互いに交通事故を防止していきま
しょう。
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八丈町放課後子どもプラン

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員の募集！！
広場の維持のため、お手伝いいただける方を募集しています！！
　現在指導員が不足しており、このままでは広場の維持が困難です。
　 子どもが好きな方ならどなたでも大歓迎です！あなたも一緒に働きま

せんか？
対 象 者　　体力に自信があり、子どもが好きで、町内に住所を有する方
　　　　　　（高校生についてはご相談ください）
業務内容　　 放課後子どもプラン（がじゅまる広場、とびっこクラブ（学童））に参加する小学生児童へ

の安全管理、指導など
勤務場所　　各小学校
勤務時間　　放課後（おおよそ午後２時・場合によっては午後０時30分）～午後６時30分（日祝を除く）

（シフト制）
時　　給　　８９０円（保育士、幼稚園教諭、教員免許などの保持者は優遇しますので履歴書に記載のこと）
応募方法　　 八丈町の指定する履歴書に写真を貼付のうえ必要事項をすべて記入し、福祉健康課厚生係ま

たは教育課生涯学習係に持参してください。
履 歴 書……福祉健康課厚生係・教育課生涯学習係で受け取るか八丈町ホームページからダウンロード。
　　　　　　※ 「八丈町放課後子どもプラン」で検索　ページ下部のリンクより、ダウンロードしてくだ

さい。
勤務条件など　　八丈町臨時職員の任用に関する規程などによります。
※ 採用方法、注意事項、詳しい事業内容などは問い合わせいただくか、八丈町公式ホームページをご覧く

ださい。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071

17

※履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、町立八丈病院事務局で受け取ってください。勤
務条件など詳細については、問い合わせください。

■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話2－1188

～職員募集～
◆看護師　若干名　　◆助産師　２名　　◆薬剤師　若干名
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　職員採用試験
○１次試験　書類選考　　　○２次試験（１次試験通過者のみ）口述試験（面接）

町立八丈病院からの募集案内！

～薬剤師（パート）募集～
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　面接など
○内　　容　薬剤師　　　　○提出書類　履歴書など　　○勤務時間　応相談

～看護助手（パート）募集～
○対 象 者　健康状態が良好で看護に興味のある方　　○選考方法　面接など
○内　　容　看護助手　　○提出書類　履歴書　　　　○勤務時間　応相談

参加しませんか？募集しています！
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参加しませんか？募集しています！

第 11 回ユニバーサルキャンプ in 八丈島　
期　間：平成２７年９月１２日（土）から１４日（月）まで
　NPO 法人ユニバーサルイベント協会と八丈町の共催で「第 11 回ユニバーサルキャンプ in 八丈島」を
底土野営場他で開催します。このキャンプは、ダイバーシティ（多様性の享受）の考えに立ち、年齢や性別、
障がいの有無に関わらず、誰もがそれぞれできることとできないことがあることに気づき、対等な関係で
支え合っていくことの大切さを実感できる３日間です。

ダイバーシティ ・ コミュニケーションに参加しませんか？
　「ユニバーサルキャンプ」の参加者たちが、さまざまな不便さ、自分の個性や可能性、コミュニケーショ
ンの違いなどについて語ります。「一人ひとりがみんな違う」、参加者たちの話を聴きながら、多様性を受
け入れ、新たな発見をしてみませんか？
日　時：9 月 13 日（日）午前 8 時 30 分～正午
場　所：三根小学校校庭（雨天時：三根小学校体育館）

ユニバーサル盆踊り （通称ユニボン） においでください！
　今年も八丈町の皆さんのご協力を得て「ユニバーサル盆踊り」を行います。婦人会や加茂川会による伝
統芸能や、コウリマナニエの皆さんによるフラダンス、見て、歌って、踊れるイベントが盛りだくさん！
婦人会、朝市会の方々による出店もあり、美味しいものもたくさん並びます。また、ユニバーサルキャン
プならではの特性を生かした出し物を行う予定です。お誘い合わせのうえ、ぜひ遊びに来てください。
日　時：9 月 13 日（日）午後 5 時 30 分～ 8 時 30 分
場　所：三根小学校体育館

■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話 2－1125

平成27年　自衛官等採用試験案内
種　目 区　分 試験日 資格など 受付期間

航空学生 9月23日（水） 高卒（見込含）且
つ21歳未満

９月８日（火）まで一般曹候補生 9月18日（金）、19日（土）のうち
指定する1日

18歳以上27歳
未満

自衛官候補生
女子 9月25日（金）～29日（火）のうち

指定する1日
男子 受付後お知らせします。 年間を通して受付

防衛大学校学生
推薦 9月26日（土）、27日（日）

高卒（見込含）
21歳未満

９月５日（土）～
９日（水）総合 9月26日（土）

一般前期 11月7日（土）、8日（日）
９月５日（土）～
９月30日（水）防衛医科大学学生

医学科 10月31日（土）、11月1日（日）
看護学科 10月17日（土）

防衛大学校学生 一般後期 平成28年２月20日（土） 平成28年1月20日
（水）～29日（金）

高等工科学校生徒

推薦 平成28年１月９日（土）～
11日（月）のうち指定する1日

中卒（見込含）
男子17歳未満

11月１日（日）～
12月４日（金）

一般 平成28年1月23日（土）
11月１日（日）～
平成28年１月８日
（金）

陸上自衛官（看護） 11月28日（土）

看護師免許を保
有し、保健師また
は助産師の資格
を有する36歳未
満の者

９月１日（火）～
９月30日（水）

詳細は問い合わせください。　　防衛省自衛隊東京地方協力本部大田出張所　電話03-3733-6559（FAX兼）
Mail：tokyo.pco.oota@rct.gsdf.mod.go.jp　　　　　　HP：http://www.mod.go.jp/pco/tokyo/oota/
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参加しませんか？募集しています！

＊返却期限を過ぎていませんか？　お手元の本、雑誌、DVD などの返却日をご確認ください！＊

町 営 住 宅 入 居 者 募 集（平成27年度第３回）

≪災害被災者受け入れなどのため、内容が変更になることがあります。ご了承ください。≫
（※ 1）条件次第では単身の方も申し込める住宅です（期限付き）。ご希望の方は建設課管財係までご相談ください。
（※ 2）１８歳以下のお子さんを含む世帯、または出産の予定がある世帯向けの住宅です。

町営住宅の入居者を次のとおり募集します。
島外の方も申し込みできる住宅があります。詳しくは問合せください。

地域 団地名 棟・部屋番号 間取り・ 
住戸専用面積

建設
年度

住宅使用料
〔標準〕 構造 住宅型別資格

三根 群ヶ平第２団地

１－２０１ 3DK  
57.1㎡ S60 15,100 ～ 

29,700
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け３－２０２
3DK  

55.6㎡ S62 15,100 ～ 
29,800

３－２０３

三根 神湊第３団地 Ｂ－２０２ 2LDK 
70.2㎡ H12 22,700 ～ 

44,600
鉄筋コンクリート造 

３階建 ２人以上世帯向け

三根 中道団地
Ａ－２０２ 2LDK 

62.6㎡ H16 20,800～ 
40,900

鉄筋コンクリート造 
２階建 ２人以上世帯向け

Ｉ－２０４ 2LDK 
54.9㎡ H26 18,800～ 

36,900
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

三根 富士見団地 ２－２０４ 2LDK  
57.2㎡ H10 18,300 ～ 

36,000
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

三根 桜平団地 Ｃ－２０１ 2LDK 
64.7㎡ H13 21,200 ～ 

41,700
鉄筋コンクリート造 

３階建 ２人以上世帯向け

三根 丘里団地 Ｂ－２０２ 2LDK 
56.4㎡ H23 18,900 ～ 

37,100
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

大賀郷 八重根団地 ２０５ 1K  
36.1㎡ H14 11,600 ～ 

22,900
鉄筋コンクリート造 

２階建 単身世帯向け

大賀郷 八蔵団地

２－１０２ 3DK  
58.5㎡ H3 17,300 ～ 

33,400
鉄筋コンクリート造 

２階建 ３人以上世帯向け

４－２０１ 3DK  
58.8㎡ H2 17,200 ～ 

33,700
鉄筋コンクリート造 

２階建 ３人以上世帯向け
４－２０３

中之郷 中之郷団地 １－３０３ 3LDK 
82.9㎡ H10 26,300 ～ 

51,600
鉄筋コンクリート造       

３階建
3 人以上世帯向け 
( ３人以上優先 ) 

単身者期限付入居可 ( ※ 1)

中之郷 藍ヶ江住宅 1 3LDK 
76.3㎡ H19 23,900 ～ 

46,900 木造一戸建
子育て家族優先 ( ※ 2) 

３人以上世帯向け 
単身者期限付入居可 ( ※ 1)

末吉 末吉団地 １－３０１ 3LDK 
79.5㎡ H10 25,700 ～ 

50,600
鉄筋コンクリート造       

３階建
3 人以上世帯向け 
( ３人以上優先 ) 

単身者期限付入居可 ( ※ 1)

■受付期間
　9月7日(月)～9月14日(月）
　午前8時30分～午後5時15分
　※12日（土）、13 日（日）は除く。
■応募できる方
　①現在八丈町にお住まい、または転入見込の成年者。
　　※ただし、八丈町にお住まいの方優先
　② 現に同居し、または同居しようとする親族（婚約者

などを含む）がある方。（単身向け住宅を除く）
　③世帯の所得が月額15万８千円以下（義務教育終了前

の子どもを含む世帯や高齢者世帯などは21万4千円
以下）の方。

　④町税、保険料、使用料などを滞納してない方。
　⑤現在、住宅に困っていることが明らかな方。
　⑥暴力団員でないこと。
■申し込み方法

町役場建設課管財係で申込書を配布します。
必要事項を記入のうえ添付書類とともに提出してくださ
い。

■申し込み添付書類など
　①入居者全員の住民票（続柄、世帯主などは省略しな

いでください）
　②入居者全員の最新の八丈町の所得証明書（平成26年分）、
　　 最近転入された方は、現時点の収入見込証明書
　③印鑑をご持参ください
■入居者の決定方法

　書類審査のうえ入居の可否をお知らせします。
　応募者が複数の場合は公開抽選を行い決定します。

■抽選会：9月17日（木）午後1時15分～
　　　　　町役場1階相談室３

※当選された方は、抽選会後、入居に際しての説明が
ございます。多少、お時間をいただくことになりま
すのであらかじめご了承ください。

■入居決定後の手続き
①家賃3カ月分の住宅保証金の納付　　
②連帯保証人2名（島内在住者または親族に限る）
（保証能力を有する方、町税や公共料金などを滞納していない方）

■問い合わせ・申し込み■　建設課管財係　電話2－1124



9月20159月2015
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00

6 7 8 9 10 11 12
し尿収集運搬休業日 郷土料理教室

10：00 ～ 13：00
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

１歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00
第11回
ユニバーサルキャンプ
in 八丈町
し尿収集運搬休業日

13 14 15 16 17 18 19
八丈町長選挙
7：00 ～ 20：00
第11回
ユニバーサルキャンプ
in 八丈町
し尿収集運搬休業日

第11回
ユニバーサルキャンプ
in 八丈町
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

すくすく相談
9：30 ～ 11：30

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

子どもおやつ教室
10：00 ～ 11：30

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

20 21 22 23 24 25 26
し尿収集運搬休業日 末吉地域敬老会

10：30 ～
大賀郷地域敬老会

11：00 ～
し尿収集運搬休業日
図書館休館日

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

し尿収集運搬休業日

27 28 29 30
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日
1歳6カ月児健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

子ども心理相談
9：00 ～ 16：00

図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

9月のゴミ分別回収

（受付時間／ 8：00 ～ 11：00）

燃…燃やせるごみ　びん…空きびん　資源…資源ごみ　害…有害ごみ　金属…金属ごみ　古着…古着

※定休日が祝日の場合は営業いたします。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 9 月  7 日（月）～ 9 日（水）  9：00 ～
糖尿病教室 9 月 11 日（金）  8：30 ～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

燃・害 資源
古着 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 資源
古着 燃・害 金属

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

金属 燃・害 資源 びん 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害
びん 金属 燃・害 資源 燃・害

びん 金属

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

27 28 29 30 27 28 29 30 27 28 29 30

金属 燃・害 資源 燃・害 資源 燃・害 資源

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※初めて町立八丈病院にかかる方は、8：30 からの受付になります。
※ その他の専門外来診療は予約制です。診療科により予約方法が異なりますので、平日の午前 8 時

30 分から正午までの間に、院内予約係窓口または電話（2-1188）にてご連絡ください。

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

※第３土曜日は施設点検の為、クリーンセンターのごみ受付業務を停止します。

休　　業　　日
ふれあいの湯 　7 日　14 日　28 日 毎週月曜日

みはらしの湯 　1 日　　8 日　15 日　29 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 　2 日　　9 日　16 日　30 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 　3 日　10 日　17 日　24 日　 毎週木曜日


